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 会  議  録  （１） 

会 議 の 名 称 令和８年桶川市教育委員会第２回定例会 

開 催 日 時 
令和８年２月１６日（月） 

（開会）午前９時３０分  （閉会）午前１１時４０分 

開 催 場 所 市役所 会議室４０１ 

出 席 者 委 員 ６人 

欠 席 者 委 員 なし 

議 長 教育長 

傍 聴 １人 

事 務 局 職 員 

職名及び氏名 

１０人    

会 

議 

事 

項 

議 題 

１ 教育長による専決処分の承認  

２ 報告事項 

（１） 教育部長からの報告 

（２） 学校教育監からの報告 

（３） 教育部副部長からの報告 

（４） 各課（館）長からの報告 

（５） 教育委員会の当面のスケジュールについて 

（６） 教育委員会事務局の主な事業等について 

（７） 市内小・中学校等の状況について 

３ 議事 

第１号議案 桶川市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則 

第２号議案 桶川市立小中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規

則 

第３号議案 桶川市立小・中学校における働き方改革基本方針について 

第４号議案 桶川市学校歯科医の委嘱について 

第５号議案 桶川市学校薬剤師の委嘱について 

第６号議案 令和８年度当初教職員人事について（管理職） 

第７号議案 令和８年度当初教職員人事について（一般教職員） 

４ 協議事項 

（１）小・中学校卒業証書授与式の告辞（案）について 

５ その他 

（１） 今後の定例会の日程について 

決定事項など ① 令和８年第１回定例会の会議録の承認 

② 第１号議案～第７号議案 原案のとおり可決 

③ 令和８年第５回定例会 ５月２０日（水）午前９時３０分 

 配布資料 会議次第及び説明資料 
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会  議  録 （２）  

議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

教育長 日程第１ 教育長の開会宣言 

定足数に達しているので令和８年桶川市教育委員会第２回定例会を開会する。 

 

教育長 日程第２ 前回会議録の承認 

令和８年第１回定例会の会議録について承認することに異議はあるか。 

委 員 全員『異議なし』で承認された。 

  

教育長 日程第３ 教育長による専決処分の承認 

  教育長に対する事務委任規則第２条第２項の規定に基づく専決処分について事務

局から報告する。 

事務局 ・教育総務課長  

教育委員会事務局職員に関する専決処分については、新規の育児休業が１件、新

規の病気休職が１件、病気休職の延長が１件あった。 

 ・学務課長 

教職員に関する専決処分についてはなかった。出産による産休が１件、育休が１

件あった。 

教育長 以上の専決処分を承認することについて異議はあるか。 

委 員 全員『異議なし』で承認された。 

  

教育長 日程第４ 報告事項 

事務局 （１） 教育部長からの報告 

① 桶川市議会 ３月定例会について 

ⅰ 会期予定：２月２０日(金)～３月２６日(木) 

       ３月１３日(金)休会 中学校卒業式 

       ３月２４日(火)休会 小学校卒業式 

ⅱ 教育部関連の議案：以下のとおり 

議案名 内 容 担 当 

ａ 
令和７年度 

一般会計補正予算 
年度清算 各所属 

ｂ 
令和８年度 

一般会計予算 
歳入、歳出 各所属 

ⅲ 一般質問質疑通告期間：２月６日(金)～１６日(月) 

② 広報おけがわ２月号、おけがわ市議会だより２月１日発行について 

広報では教育委員の再任、夏季休業期間の変更などを掲載。また市議会だより

は１２月市議会の一般質問や、議長、副議長、委員会の変更を掲載している。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

 （２） 学校教育監からの報告 

① 市内各中学校のスキー教室、修学旅行について 

１月１５日（木）～１７日（土） 

 桶川西中学校 １年生ウインタースクール（長野県菅平高原） 

１月２２日（木）～２４日（土） 

 桶川東中学校 １年生スキー教室（長野県菅平高原） 

１月２９日（木）～３１日（土） 

 加納中学校  １年生スキー教室（長野県菅平高原） 

２月 １日（日）～ ３日（火） 

 桶川中学校  １年生ウインタースクール（長野県菅平高原） 

 桶川東中学校 ２年生修学旅行（京都、奈良） 

 

今年度の宿泊学習は全て終了した。 

 

 （３） 副部長からの報告 

なし 

 

 （４）各課（館）長からの報告 

 ・教育総務課長 

①  学校給食費の現状等について 

  令和８年度の学校給食費改定に向けて検討を進めている。規則の改定が必要と

なるため、３月定例会で審議いただく予定。 

 

 

 

・学校支援課長 

① ２月２６日（木）埼玉県公立高等学校学力検査 

② ２月２７日（金）埼玉県公立高等学校学力検査面接・実技検査 

 

 ・学務課長 

 なし 

 

 ・生涯学習・スポーツ推進課長 

① 人権教育・啓発講演会 

・実施日 令和８年２月３日（火） 

・会 場 桶川東公民館大会議室 

・演 題 「外国人の目に映る 日本の人権」 

・講 師 木工房 ナガリ家  店主 ダニー・ネフセタイ氏 

・参 加 ６７人 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

② 市制施行５５周年記念 第１２回オケちゃん駅伝競走大会【降雪のため中止】 

・実施日 令和８年２月８日（日） 

・会 場 城山公園 

・参 加 ４４チーム２２０人（事前キャンセル１チーム５人） 

③ スケートボード体験会について 

・実 施 日：令和８年１月２４日（土）、２月１４日（土） 

・参 加 者：３８人（１月２４日 ２０人、２月１４日 １８人） 

 

 ・文化財課長兼歴史民俗資料館長 

① 明治・大正 いも万博について 

・実 施 日：令和８年２月７日（土）・８日（日） 

・来 場 者：１，０１２人（７日 ５２９人、８日 ４８３人） 

・歴史民俗資料館：４３６人（７日 ２５０人、８日 １８６人） 

・公民館料理講座：１１人（７日 ６人、８日 ５人） 

・図書館おはなし会：３２人（７日 ２０人、８日 １２人） 

・道 の 駅：いも万博限定さつまいもメニュー 両日完売 

② 県立博物館への資料出展について 

・展示会名：特別展「埼玉の宝物」 

・会  期：令和８年３月１４日（土）～５月６日（水） 

・場  所：埼玉県立歴史と民俗の博物館 

・出展資料：国指定重要文化財後谷遺跡出土品「みみずく土偶」 

 

 ・公民館長 

① 事業報告 

ア：公民館運営審議会 

 ・日時：２月９日（月） 

 ・諮問事項 公民館事業計画（案） 公民館利用の案内（案） 

イ：幼児・家庭教育セミナー（全６回）応募１８人 

目 的 ：未就学児の保護者に向けた「幼児教育」、「家庭教育」に関する学習 

機会の提供 

回 日 付 講 座 参加数 

4回 1月 18日(日) 【講話】臨床心理士にきいてみよう！ 15人 

5回 2月 8日(日) 【学ぶ】パパママ防災 
降雪 

中止 

番外 1月 25日(日) 
【趣味】パパ応援子どものとっておきの写

真撮影講座 
12世帯 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

ウ：中学生チャレンジ事業 

NO 日 付 講 座 参加数 

1 2月 1日(日) 
誰もがワクドキ！編みものキーホルダーを

つくろう！＠西中 
8人 

2 2月 14日(土) 
初心者向けバレンタインデー・ホワイトデ

ーお菓子作り＠桶中 
8人 

 

② 事業予定 

ア：第４７回東公民館サークル発表会 

日程：４月１８日（土）午前１０時から午後４時 

   ４月１９日（日）午前１０時から午後３時３０分 

会場：東公民館 

内容：展示、体験、発表、販売 

 

教育長 質疑はあるか。 

委 員 小学校の学校給食費について、国の補助が 5,200円、改定後の給食費が 5,300円

となると、差額の 100円は市で負担するのか。 

事務局 給食費の抜本的負担軽減いわゆる給食費無償化事業として国の補助額が 5,200円

となるため、改定後の給食費 5,300円との差額 100円は市の負担として当初予算に

計上しており、３月定例市議会で審議される予定である。 

教育長 他に質疑はあるか。 

委 員 中学生チャレンジ事業における参加者の年齢層を伺う。 

事務局 ２月１日の講座については先生１人を含む大人２人、子供６人。１４日の講座に

ついては子供８人であった。 

委 員 生徒が考案した講座に先生が参加するというのは、先生にとっても生徒にとって

も良かったと思う。感想などは聞いているか。 

事務局 感想は伺っていない。 

教育長 他に質疑はあるか。 

委 員 学校給食費について、小学校は無償化となるが、中学校はこれまで通り保護者が

負担することになる。中学校も補助することは難しいのか。 

事務局 今回小学校が無償化となるのは国の財源を活用して実施する事業であり、中学校

まで無償化するには市の負担となるため難しい。中学校については保護者の負担を

これまでと同額とし、物価高騰分を市が負担することで支援する。 

教育長 小学校は無償化となるが、中学校については各団体等が国に対して更なる支援を

要望している段階である。 

委 員 そういった背景も含めて保護者に対しては丁寧な説明をしてほしい。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

教育長 他に質疑はあるか。 

委 員 なし 

教育長  質疑がないので終結する。 

 

 （５）教育委員会の当面のスケジュールと（６）教育委員会事務局の今後の予定に

ついて事務局から説明を求める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 質疑はあるか。 

委 員 なし 

教育長  質疑がないので終結する。 

  

 （７）市内小・中学校等の状況について 

 ① 児童生徒及び教職員に関する事故について事務局からの報告を求める。 

事務局 ・学校支援課長 

 なし 

・学務課長 

 なし 

 

 ② 市内小・中学校等のいじめ重大事態について、事務局からの報告を求める。 

事務局 ・学校支援課長 

 なし 

 

教育長 ③ その他について、事務局からの報告を求める。 

事務局 なし 

教育長 以上で日程第４報告事項を終結する。 

  

教育長 日程第５ 議事 

  第４号議案から第７号議案は、教育委員会会議規則第４条に定める人事案件につ

き、会議を非公開とすることに異議はあるか。 

委 員  異議なし 

教育長  これにより、議事日程を変更し、第４号議案から第７号議案を非公開とし、最終

日程とする。 

  第１号議案について、事務局より説明を求める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 質疑や意見はあるか。 

委 員  部分休業を２時間取得した場合、勤務時間が減少するが休憩は取れるのか。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

事務局  勤務時間が６時間に満たない場合、休憩は付与されません。 

教育長 他に質疑や意見はあるか。 

委 員  部分休業は２時間連続での取得も可能ということか。 

事務局  可能です。 

教育長 他に質疑や意見はあるか。 

委 員 子育てをするうえで１年につき１０日では足りないのではないか。 

事務局 本制度としては年１０日であるが、他制度もある。 

教育長 他に質疑や意見はあるか。 

委 員 １日の開始と終わりに１時間ずつ部分休業を取得した場合、子育てにおいてどう

いった活用を想定しているのか。 

事務局 子供を預けて出勤する場合や、子供のお迎え時間として活用されている。 

教育長 他に質疑や意見はあるか。 

委 員 なし 

教育長 質疑がないため、第１号議案について採決を行う。第１号議案を原案のとおり可

決とすることに賛成の方の挙手を求める。 

委 員  （全員挙手） 

教育長  挙手全員につき、第１号議案は可決とする。 

 

  第２号議案 について、事務局より説明を求める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 質疑や意見はあるか。 

委 員 なし 

教育長 質疑がないため、第２号議案について採決を行う。第２号議案を原案のとおり可

決とすることに賛成の方の挙手を求める。 

委 員  （全員挙手） 

教育長  挙手全員につき、第２号議案は可決とする。 

 

  第３号議案 について、事務局より説明を求める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 質疑や意見はあるか。 

委 員  本議案については１月定例会と総合教育会議においても協議・議論した。多くの

意見を取り入れていただいた結果、非常に見やすくなったと思う。 

教育長 他に質疑や意見はあるか。 

委 員 なし 

教育長 質疑がないため、第３号議案について採決を行う。第３号議案を原案のとおり可

決とすることに賛成の方の挙手を求める。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

委 員  （全員挙手） 

教育長  挙手全員につき、第３号議案は可決とする。 

  

教育長 日程第６ 協議事項 

 （１）小・中学校卒業証書授与式の告辞（案）について、事務局より説明を求め

る。学校支援課主幹の同席を認める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 まず、小学校の告辞（案）について質疑や意見はあるか。 

（協議） ・「教職員の皆様」⇒「〇〇校長先生をはじめ教職員の皆様」 

・「未来が光り輝くこととともに」⇒「未来が光り輝くと共に」 

・「発展を期待いたし」⇒「発展を期待し」 

・読み間違いや読みにくい漢字にはルビをふってほしい 

 

教育長  この案でよろしいか。 

委 員 （全員同意） 

教育長 以上で協議を終結とする。 

 

事務局 次に、中学校の告辞（案）について質疑や意見はあるか。 

（協議） ・「万博は、世界中の知恵が集まり、まだ見ぬ技術や文化が出会う場所です。」の 

文言は万博の説明であることから「国内外から多くの人が訪れました。」の後に 

入れる 

 

教育長  この案でよろしいか。 

委 員 （全員同意） 

教育長 以上で協議を終結とする。 

  

教育長 日程第７ その他 

令和８年第５回定例会の日程は５月２０日（水）午前９時３０分からの予定とす

る。 

 

教育長 全体を通して質疑はあるか。 

委 員 なし 

 

 日程第５ 議事 

（これより会議を非公開とし、委員と関係職員以外は退席） 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

第４号議案 桶川市学校歯科医の委嘱について 

第５号議案 桶川市学校薬剤師の委嘱について 

第６号議案 令和８年度当初教職員人事について（管理職） 

第７号議案 令和８年度当初教職員人事について（一般教職員） 

 

第４号議案から第７号議案について、原案のとおり可決とする。 

  

教育長 日程第８ 閉会宣言 

これをもって、第２回定例会を終了する。 
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会議録署名 教 育 長                         

 

 

教育長職務代理者                         

 

 

書 記 長             


